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（１）障害年金    

 

「障害厚生年金」は、一般組合員の被保険者期間中に「初診日※」のある傷病によ

り、一定の障害状態（障害等級１級～３級）に該当すると認定されたとき支給されま

す。（障害等級は、身体障害者手帳の認定基準とは異なります。） 

さらに、障害等級が１・２級に該当する場合は、「障害基礎年金」(国民年金)も併せて

支給されます。 

なお、初診日から１年６か月後の時点では障害状態に該当せず、その傷病が満 65 歳ま

での間に該当した場合は、障害年金を受けることができます（事後重症制度）。ただ

し、事後重症による請求は 65 歳に達する日の前日までに行わなければなりません。 

一般組合員の被保険者期間中の初診日でない場合は、その当時加入していた実施機関

（Ｐ３）へお問合せください。 

 

※ 初診日とは、その傷病で初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日。 

 

【支給要件】次の要件を全て満たす場合に支給されます。 

◆ 障害の原因となった傷病の「初診日」に一般組合員の被保険者であること。 

◆ 障害認定日（初診日から起算して１年６か月を経過した日、又はその期間内に

その傷病が治った日（症状が固定した日を含む））までに障害等級の１～３級の

障害状態にあること。 

（事後重症の場合は障害認定日後 65 歳に達する日の前日までに障害等級の１～３

級の障害状態にあること。） 

◆ 保険料納付要件を満たしていること。（請求時、共済組合に確認） 

 

【障害の程度と支給される年金等】 

    

※１ １級・２級の障害厚生年金を受ける方に生計を維持されている※４65歳未満の配偶者がい

る場合は、加給年金額（234,800円（令和６年度））が支給されます。 

※２ 子の加算   

障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている※４次に該当する子がいる場合は、子の

加算があります。 

 

【年齢要件】 

障害等級 共済組合から支給
日本年金機構
から支給

障害基礎年金額
（令和６年度）

３級 障害厚生年金 ―

１級
１級…1,020,000円／年

＋子の加算※２

２級…816,000円／年

＋子の加算※２

障害基礎年金障害厚生年金
※１

障害基礎年金障害厚生年金※１２級

障害手当金

（一時金）※３３級より軽い程度

  

ピックアップ情報 

「年金加入記録や年金見込額を知りたいとき（地共済年金情報Ｗｅｂサイトのご案内）」 

  

ページ下部にある緑のバナー「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」をクリック 

  手続が必要 
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◆ 18歳に達する日の属する年度末までの間にある未婚の子 

◆ 20歳未満で、障害等級が１級又は２級に該当する障害状態にある未婚の子 

【年金額（令和６年度）】  

◆ １人目・２人目の子   各 234,800円／年 

◆ ３人目以降の子     各  78,300円／年 

 

※３ 障害手当金（一時金）  

初診日が一般組合員の被保険者期間中にあり、当該初診日から起算して５年を経過する

日までの間にその傷病が治った日において、一定の障害の状態（障害等級の３級より軽い

程度）である場合に支給されます。 

 

※４ 被保険者と生計が同一で年収 850万円未満（又は所得 655.5万円未満）であること 
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